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住宅政策の制度的枠組みの変遷

○ 戦後まもなく公庫融資、公営住宅、公団住宅の主要政策手法３本柱を確立し、計画的かつ安定的な住宅供給を展開
○ 2000年代には、社会情勢の変化を踏まえ、新たな住宅政策に対応した制度的枠組み(住生活基本法・同計画)を構築
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整備公団住宅・都市整備公団日本住宅公団

分譲住宅事業から撤退

宅地開発公団と統合

2003.10～

証券化支援事業

1951

公営住宅法

1950.6～

長期低利資金の融資により住宅建設を促進

1951.7～

住宅に困窮する低額所得者に対し、低廉な家賃の住宅を供給
（限度額家賃制度）

1996 応能応益家賃制度
買取り・借上げ方式

1993 中堅所得者向け
特定優良賃貸住宅制度

2001 高齢者住まい法
高齢者向け

優良賃貸住宅制度

2005 地域住宅交付金

2007

住宅セーフティネット法

2009

高齢者住まい法改正
住宅施策と福祉施策の連携

2017  

住宅ＳＮ法改正
住宅確保要配慮者向け

賃貸住宅の登録制度

民間供給支援にシフト
新規ニュータウン事業から撤退、地域振興整備公団と統合

1955.7～

大都市地域における不燃住宅の集団的建設と大規模宅地開発

“住宅難の解消” 量の確保から質の向上へ “豊かな住生活の実現”

2006 住生活基本法

住 生 活 基 本 計 画

2006.3 2011.3 2016.3 2021.3

五箇年の住宅建設目標（公的資金住宅の事業量）を設定
総合的な計画の策定により、住宅建設を強力に推進

1966

1976 ３期五計～

居住水準の目標
・最低居住水準

・平均居住水準

1986 ５期五計～

誘導居住水準目標

住 宅 建 設 五 箇 年 計 画

1981 ４期五計～

住環境水準目標

2001 ８期五計～

住宅性能水準（バリアフリー化目標）
増改築見通し

1966 住宅建設計画法

全国の住宅総数が
世帯総数を上回る

全ての県で住宅総数が
世帯総数を上回る

最低居住面積水準未満率
10％を下回る

全国の世帯の約半分が
誘導居住水準を達成

（終戦直後）
戦災・引揚者等による
約420万戸の住宅不足

出典：総務省「住宅・土地統計調査」、総務省「人口推計」 ※1968年までの数値は沖縄県を含まない

住宅総数（万戸）

総世帯数（万世帯）

……

融資を通じて住宅の質を誘導

“市場機能・
ストック重視へ”
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〇我が国の総人口は、2010年（平成22年）にピークとなり、以降は減少していく見通し
〇2015年から2030年までに高齢人口は約369万人増加（後期高齢人口は約675万人増加するのに対し、前期高齢人口は約306万人減少）す
る一方、生産年齢人口は約754万人、年少人口は268万人減少する見通し

〇2015年から2060年までをみると、高齢人口は約194万人増加（後期高齢人口は約774万人増加するのに対し、前期高齢人口は約580万人
減少）する一方、生産年齢人口は約2,836万人、年少人口は約638万人減少する見通し

人口の推移と将来推計（年齢層別）
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年少人口（0～14歳）

生産年齢人口（15～64歳）

前期高齢人口（65～74歳）

後期高齢人口（75歳以上）

出典：総務省「国勢調査」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」

（注１）「年少人口」は０～14歳、「生産年齢人口」は15～64歳、「前期高齢人口」は65歳～74歳、
「後期高齢人口」は75歳以上の者の人口

（注2）1950～1969年、1971年は沖縄を含まない

総人口
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9,284万人

（年）

＋675万人

Δ754万人

Δ268万人

△306万人
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2045（75歳以上人口）推計

2015（75歳以上人口）

都道府県別の高齢者人口（７５歳以上）の推移

○今後、高齢者人口が増加するのは大都市周辺

全国平均
347,282人（2015年度）
472,977人（2045年度）

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口（平成３０年３月） 4
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〇 今後、単身高齢者世帯は増加し、2030年には約800万世帯に迫る見通し

〇 今後、高齢者夫婦世帯も増加し、単身高齢者世帯と合わせると2030年には約1,500万世帯となる見
通し

年齢別単身世帯数と高齢者世帯数の推移

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（平成30年推計）
及び総務省「平成27年国勢調査」をもとに、国土交通省作成

実績値 推計値
（千世帯）

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（平成30年推計）
総務省「国勢調査」をもとに、国土交通省作成

【年齢別単身世帯数の推移】
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【高齢者世帯数の推移】
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経過的要介護 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５

介護や見守りが必要な高齢者の増加

要介護・要支援認定者数の推移（各年度末時点）
（万人）

出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」

認知症高齢者の将来見込み

2012年 2025年

（括弧内は65歳以上人口対比）

462万人
(15%)

約700万人
(約20%)

※ 「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」
（平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授）による速報値

○ 高齢化の進展に伴い、要介護・要支援や認知症の高齢者数が増加しており、今後も
増加する見込み。
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高齢者向け住まいの種類・概要
①サービス付き
高齢者向け住宅

②有料老人ホーム ③養護老人ホーム ④軽費老人ホーム
⑤認知症高齢者
グループホーム

根拠法 高齢者住まい法第５条 老人福祉法第29条 老人福祉法第20条の4
社会福祉法第65条

老人福祉法第20条の6

老人福祉法第5条の2

第６項

基本的性格 高齢者のための住居 高齢者のための住居 環境的、経済的に困窮した
高齢者の入所施設 低所得高齢者のための住居 認知症高齢者のための共同

生活住居

定義

高齢者向けの賃貸住宅又有
料老人ホーム、高齢者を入
居させ、状況把握サービス、
生活相談サービス等の福祉
サービスを提供する住宅

老人を入居させ、入浴、排
せつ若しくは食事の介護、
食事の提供、洗濯、掃除等
の家事、健康管理をする事
業を行う施設

入所者を養護し、その者が
自立した生活を営み、社会
的活動に参加するために必
要な指導及び訓練その他の
援助を行うことを目的とす
る施設

無料又は低額な料金で、老
人を入所させ、食事の提供
その他日常生活上必要な便
宜を供与することを目的と
する施設

入居者について、その共同
生活を営むべき住居におい
て、入浴、排せつ、食事等
の介護その他の日常生活上
の世話及び機能訓練を行う
もの

介護保険法上

の類型

なし※外部サービスを活用
※有料老人ホーム該当の場合は特
定施設入居者生活介護の指定も可

特定施設入居者生活介護
認知症対応型

共同生活介護

主な設置主体
限定なし

（営利法人中心）
限定なし

（営利法人中心）
地方公共団体

社会福祉法人

地方公共団体

社会福祉法人

知事許可を受けた法人

限定なし
（営利法人中心）

対象者

次のいずれかに該当する単
身・夫婦世帯

・60歳以上の者
・要介護/要支援認定を受け
ている60歳未満の者

老人

※老人福祉法上、老人に関
する定義がないため、解
釈においては社会通念に
よる

65歳以上の者であって、
環境上及び経済的理由によ
り居宅において養護を受け
ることが困難な者

身体機能の低下等により自
立した生活を営むことにつ
いて不安であると認められ
る者であって、家族による
援助を受けることが困難な
60歳以上の者

要介護者/要支援者であっ
て認知症である者（その者
の認知症の原因となる疾患
が急性の状態にある者を除
く。）

１人当たり面積
※1 25㎡ など 13㎡（参考値） 10.65㎡

21.6㎡（単身）
31.9㎡（夫婦） など

7.43㎡

件数※2
7,956棟(R3.9末) 15,363件(R3.6末) 948件(R2.10) 2,321件(R2.10) 14,043件（R3.10）

特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設： 5,960件(R3.10) ※3

定員数※2
270,244戸 (R3.9末) 590,323人(R3.6末) 62,944人(R2.10) 95,073人(R2.10) 212,900人(R3.10)

特定施設入居者生活介護の受給者数： 233,900人(R3.10) ※3

補助制度等 整備費への助成 定員29人以下：整備費等への助成※4

※1：④→居室、洗面所、便所、収納、簡易な調理設備を含む
※2：①→サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム調べ（「定員数」の値については登録戸数）、② →厚生労働省老健局調べ、③・④ → 社会福祉施設等調査（令和２年）、⑤→介護給付費等実態調査（令和３年10月審査分（短期利用を除く）
※3：→介護給付費等実態調査（令和３年10月審査分（地域密着型を含む、短期利用を除く）） ※4：→有料老人ホームについては特定施設入居者生活介護の指定を受けたもののみ
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高齢者向け施設の種類・概要

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 介護療養型医療施設

基本的性格

要介護高齢者のための
生活施設
※27年度より新規入所者は原則要介護３
以上

要介護高齢者にリハビリ等
を提供し在宅復帰を目指し
在宅療養支援を行う施設

要介護高齢者の長期療
養・生活施設

医療の必要な要介護高齢
者のための長期療養施設

定義

老人福祉法第20条の5に規定する
特別養護老人ホームであって、当
該特別養護老人ホームに入所す
る要介護者に対し、施設サービス
計画に基づいて、入浴、排せつ、
食事等の介護その他の日常生活
上の世話、機能訓練、健康管理及
び療養上の世話を行うことを目的
とする施設

要介護者であって、主としてその
心身の機能の維持回復を図り、居
宅における生活を営むことができ
るようにするための支援が必要で
ある者に対し、施設サービス計画
に基づいて、看護、医学的管理の
下における介護及び機能訓練そ
の他必要な医療並びに日常生活
上の世話を行うことを目的とする
施設

要介護者であって、主として長期
にわたり療養が必要である者に対
し、施設サービス計画に基づいて、
療養上の管理、看護、医学的管理
の下における介護及び機能訓練
その他必要な医療並びに日常生
活上の世話を行うことを目的とす
る施設

療養病床等を有する病院又は診
療所であって、当該療養病床等に
入院する要介護者に対し、施設
サービス計画に基づいて、療養上
の管理、看護、医学的管理の下に
おける介護その他の世話及び機
能訓練その他必要な医療を行うこ
とを目的とする施設

主な設置主体※１ 社会福祉法人 （約95％） 医療法人 （約75％） 医療法人（約92％） 医療法人 （約83％）

施設数（R3.10）※２ 10,791 件 4,238 件 613 件 417 件

利用者数（R3.10）※２ 638,900 人 356,200 人 37,900 人 13,400 人

居室

面積

・定員数

従来

型

面積／人 10.65㎡以上 8㎡以上 8㎡以上 6.4㎡以上

定員数 原則個室 ４人以下 ４人以下 ４人以下

ユニッ
ト型

面積／人 10.65㎡以上

定員数 原則個室

「多床室」の割合※３ ２０．７％ ５４．１％ ７４．１％ ７８．０％

平均在所（院）日数※４ 1,177日 310日 189日 472日

低所得者の割合※４ ６８．６％ ５２．５％ ５０．１％ ５０．０％

医師の配置基準 必要数（非常勤可） １以上 / 100:1以上
Ⅰ型： ３以上 /  48:1以上

Ⅱ型：１以上 /100:1以上
３以上 / 48:1以上

医療法上の位置づけ 居宅等 医療提供施設 医療提供施設 病床
※１介護サービス施設・事業所調査（令和元年）より※２介護給付費等実態統計（令和3年10月審査分）より※３介護サービス施設・事業所調査（令和元年）より（数値はすべての居室のうち２人以上の居室の占める割合）
※４は介護サービス施設・事業所調査（令和元年）より ※１及び※２の介護老人福祉施設の数値については地域密着型含む。
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280,400 
294,500 

304,500 309,500 316,600 323,500 331,400 335,800 
344,300 

349,900 352,300 

357,500 361,300 363,600 363,600 363,400 358,300 

116,111 120,422 
130,100 136,500 138,200 132,100 

120,900 

111,800 
102,300 93,100 86,500 

80,900 75,200 70,300 66,100 

61,300 57,500 51,600 43,900 33,300 

18,000 

5,450 12,486 
24,700 

45,400 

74,800 98,500 
118,900 

128,500 
135,800 141,900 149,700 

161,000 
170,800 

176,900 183,600 

189,800 

193,100 199,400 205,000 207,200 211,300 

66,495 66,612 66,686 66,970 

67,181 66,837 66,667 66,375 66,239 65,847 65,186 64,630 65,113 64,830 64,443 

64,313 64,091 
64,084 63,548 

62,912 
62,958 

61,732 67,154 72,364 77,374 

80,951 

82,594 84,325 86,367 88,059 88,735 89,053 
89,096 

91,474 
92,204 93,479 93,712 93,804 94,474 94,493 94,944 

95,421 

36,855 
41,582 46,121 55,448 

72,666 

95,454 

124,610 155,612 

183,295 

208,827 

235,526 

271,286 
315,678 

349,975 

387,666 

422,612 

457,918 

487,774

514,017

539,995

563,686

70,999 

126,803 
158,579 

185,512 

206,929 
222,085

234,971
247,644 259,272

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

介護老人福祉施設 介護老人保健施設

介護療養型医療施設 認知症高齢者グループホーム

養護老人ホーム 軽費老人ホーム

有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅

高齢者向け住まい・施設の利用者数

（単位：人・床）

※１：介護保険３施設及び認知症高齢者グループホームは、「介護サービス施設・事業所調査（10/1時点）【H12・H13】」、「介護給付費等実態調査（10月審査分）【H14～H29】」及び「介護給付費等実態統計
（10月審査分）【H30~】」による。
※２：介護老人福祉施設は、介護福祉施設サービスと地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を合算したもの。
※３：認知症高齢者グループホームは、H12～H16は痴呆対応型共同生活介護、H17～は認知症対応型共同生活介護により表示。（短期利用を除く）
※４：養護老人ホーム・軽費老人ホームは、「社会福祉施設等調査（R2.10.1時点）」による。ただし、H21~H23は調査票の回収率から算出した推計値であり、H24~は基本票の数値。 （利用者数ではなく定員
数）
※５：有料老人ホームは、厚生労働省老健局の調査結果（利用者数ではなく定員数）による。サービス付き高齢者向け住宅を除く。
※６：サービス付き高齢者向け住宅は、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（R2.9.30時点）」による。 （利用者数ではなく登録戸数）

認知GH

有料老人
ホーム

特養

サ高住

老健

軽費

介護療養

養護
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

サービス付き高齢者向け住宅について
－運営状況－
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サービス付き高齢者向け住宅の入居率

※H25年度末～R3年度末で回収されたサービス付き高齢者向け住宅整備事業の定期報告を集計。

○ 開設後２年程度は入居率が低い傾向にある。これは、高齢者向けの住宅は、付帯するサービスの確認や家族・ケ
アマネージャーとの調整、入居者の状況に応じた受入体制の確保などに一定の時間を要するためと考えられる。

○ 開設後２年未満の住宅を除くと令和３年度の入居率は90％となっている。

開設後２年経過すると、
入居率が安定

79%

69%

79%
80%

77%

92%

86%

58%

78%

86%
87%

95%

87%

57%

79%

86%

89%

91%

88%

57%

77%

86%

89%

91%
89%

69%

77%

87%

90%

91%

91%

72%

83%

87%

90%

93%

92%

71%

83%

89%

91%

92%

91%

71%

82%

87%

90%
91%

90%

72%

80%

87%
88%

91%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

全体

（2年未満を除く）

開設後

1年未満

開設後

1年～2年

開設後

2年～3年

開設後

3年～4年

開設後

4年以上経過

H25年度入居率 H26年度入居率 H27年度入居率 H28年度入居率 H29年度入居率 H30年度入居率 R1年度入居率 R2年度入居率 R3年度入居率
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0.2%

64.7%

13.9%

12.1% 4.9%

4.2%

13㎡以上18㎡未満*

18㎡以上20㎡未満

20㎡以上25㎡未満

25㎡以上30㎡未満

30㎡以上40㎡未満

40㎡以上

サービス付き高齢者向け住宅の住戸面積等の分布

住戸面積

平均：21.9㎡

出典）令和３年厚生労働省度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等
事業分）「高齢者向け住まいにおける運営実態の多様化に関する実態調査研究」

（PwC コンサルティング合同会社）

資料）一般社団法人高齢者住宅協会「サービス付き高齢者向け住宅の現状と分析
（R4.8月末）」

※高齢者居住安定確保計画に基づき登録基準を緩和したもの。

※

10.8 

5.9 

7.1 

6.7 

2.7 

6.7 

7.6 

3.4 

5.6 

22.2 

16.9 

21.0 

19.4 

19.4 

17.7 

13.4 

18.3 

15.2 

11.2 

18.2 

16.1 

6.8 

14.0 

9.9 

1.8 

1.1 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

サービス付き

高齢者向け住宅

（n=32,175）

住宅型

有料老人ホーム

（n=26,025）

介護付き

有料老人ホーム

（n=32,175）

自立・認定なし 要支援１ 要支援２

要介護１ 要介護２ 要介護３

要介護４ 要介護５ 不明・申請中等

高齢者向け住まいにおける要介護高齢者の入居割合
（n=277,614）

・専用部分の床面積は、25㎡以上は21.2%で、25㎡未満が78.8％である。
・自立高齢者の入居が少なく、要介護３以上の高齢者が約３割。
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54.2%

63.1%

52.9%

49.5%

96.2%

100.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

健康の維持増進

調理等の家事

入浴等の介護

食事の提供

状況把握・生活相談

○ 高齢者生活支援サービスの提供状況

・状況把握・生活相談サービスはすべての住宅で提供されている。
・食事提供サービスは約９６％、入浴等の介護サービスは約５０％が提供。

資料）一般社団法人高齢者住宅協会「サービス付き高齢者向け住宅の現状と分析
（R4.8月末）」

高齢者生活支援サービスの提供状況

（n=8,112）

実数 割合
状況把握・生活相談 8,112 100.0%
食事の提供 7,807 96.2%
入浴等の介護 4,018 49.5%
調理等の家事 4,290 52.9%
健康の維持増進 5,121 63.1%
その他 4,393 54.2%
※提供サービスの有無は、登録主体によって判断が異なる。
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1.6%

11.7%

6.5%

13.7%

28.5%

20.9%

23.6%

28.7%

26.1%

19.1%

16.5%

17.9%

15.0%

7.7%

11.4%

18.6%

5.7%

12.3%

3.9%

0.8%

2.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大都市圏

地方圏

全国

○サービス付き高齢者向け住宅の入居費用（月額）

～６万円 ６～８万円 ８～10万円 10～12万円 12～14万円 14～20万円 20～25万円 25～30万円 30万円～

サービス付き高齢者向け住宅の入居費用(R4.8月末)

※家賃・共益費・必須サービス(生活相談・見守り)費用の合計 ただし、必須サービス費用は、介護保険適用分(1割負担)を除く。
※令和4年8月末時点における登録情報による
※大都市圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県

地 方 圏：その他の道県

家賃、共益費、サービス費（生活相談・見守り）を合計した入居費用は月額約１１万円程度

平均：9.1万円

平均：12.6万円

平均：10.9万円

○ サービス付き高齢者向け住宅の入居費用（月額） ※
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

サービス付き高齢者向け住宅について

－整備事業概要・申請上の注意点－
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スマートウェルネス住宅等推進事業

○介護予防や健康増進、多世代交流、子育て世帯への支援等を考慮した先導
的な住環境整備に係る取組として選定されるものに対して支援を実施

③人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業

○既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合及びこれに子育て支援施設を併設する場合の改修費に対して支援を実施
②セーフティネット住宅改修事業 （住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業）

補助率:1/3 補助限度額:50万円／戸 1,000万円／施設 等

補助率:新築1/10、改修2/3、技術の検証等に係る費用2/3

対象工事:バリアフリー改修工事、耐震改修工事、共同居住用のための改修工事、間取り変更工事、「新たな日常」に対応するための工事、省エネ改修工事 等

既存ストックを
改修するサ高住
や セーフティ
ネット住宅

夫婦向けのサ高住

高齢者生活
支援施設

○サービス付き高齢者向け住宅の整備費に対して支援を実施
①サービス付き高齢者向け住宅整備事業

新築 1/10等 （上限 70・120・135万円／戸※）
改修 1/3  （上限 195万円／戸 等）
既設改修※ 1/3 （上限 10・35万円／戸 等）

新築 1/10（上限1,000万円／施設）
改修・既設改修※ 1/3（上限1,000万円／施設）【住宅】

【高齢者生活
支援施設】

※床面積等に応じて設定
ZEHレベルの整備の場合は1.2倍

○子育て世帯等のための支援施設や住まいの整備を伴う市街地再開発事業等
に対して、集中的・重点的に支援を実施

④地域生活拠点型再開発事業

補助率:国1/3（ただし地方公共団体の補助する額の1/2以内）
補助対象:調査設計計画費、土地整備費、共同施設整備費

多様な世帯の互
助や交流の促進
（ごちゃまぜ）
のまちづくり

※IoT技術導入工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修、止水板設置等工事 等

ICTを活用した見守
り等の先導的取組

一般のサ高住

高齢者、障害者、子育て世帯等の多様な世帯が安心して健康に暮らすことができる住環境（スマートウェルネス住宅）を実現す
るため、サービス付き高齢者向け住宅やセーフティネット登録住宅の整備、先導的な住環境整備、子育て世帯等のための支援
施設等の整備を伴う市街地再開発事業及び子どもの安全・安心に資する共同住宅の整備等に対して支援。

※社会資本整備総合交付金等による支援も実施

継続

地域のサービス
拠点施設を併設

するサ高住

子育て世帯等のための支
援施設や住まいの整備を
伴う市街地再開発事業等
を集中的・重点的に支援

⑤子育て支援型共同住宅推進事業

補助率:①「子どもの安全確保に資する設備の設置」:新築1/10、改修1/3（上限100万円/戸）
②上記①と併せて、「居住者等による交流を促す施設の設置」:新築1/10、改修1/3（上限500万円/戸）
※賃貸住宅の新築に対する補助の際は、上記②を必須とする。

○子どもの安全・安心や、子育て期の親同士の交流機会創出に資する共同住宅
整備（賃貸住宅の新築・改修、分譲マンションの改修）に対して支援を実施

＜共通事項＞「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン内」で建設された住宅のうち、
3戸以上のもので、都市再生特別措置法に基づく市町村⾧の勧告に従わなかった旨の公表にかかるものは、原則、補助対象外

※地域交流施設等の整備

子育て支援施設

子どもの安全・安心
や、子育て期の親同
士の交流機会創出に

資する共同住宅

下線部は令和5年度予算における見直し事項

令和５年度当初予算案：183.1億円
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サービス付き高齢者向け住宅の制度概要

ハード ○床面積は原則２５㎡以上

○構造・設備が一定の基準を満たすこと

○バリアフリー構造であること（廊下幅、段差解消、手すり設置）

サービス ○必須サービス：安否確認サービス・生活相談サービス

※その他のサービスの例：食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助

契約内容 ○長期入院を理由に事業者から一方的に解約できないこととしてい
るなど、居住の安定が図られた契約であること

○敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと 等

【登録制度の登録基準】
【入居者要件】
60歳以上の者 又は
要支援・要介護認定者 等

【併設施設】
診療所、訪問看護ステーション、
ヘルパーステーション、
デイサービスセンター など

サービス付き高齢者向け住宅

○バリアフリー化や居住者への生活支援の実施等の基準を満たす住宅について都道府県等が登録を実施。
※高齢者向け優良賃貸住宅・高齢者専用賃貸住宅を再編し、サービス付き高齢者向け住宅の登録制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」（高齢者

住まい法）の改正（平成23年４月公布・同年10月施行）により創設

○整備に対する補助金や税制により供給を推進。

戸数 280,384戸

棟数 8,165棟

【登録状況（R4.12末時点）】

住み慣れた環境で必要なサービスを受けながら暮らし続ける

新築 1/10 等※（上限 70・120・135万円／戸 等※）
改修 1/3  （上限 195万円／戸 等※）
既設改修 1/3 （上限 10万円／戸 等※）

※床面積・メニュー等に
応じて設定

【補助制度の補助率（限度額）】

【税制】 適用期限:令和7年3月31日
固定資産税: ５年間、税額について2/3を

参酌して1/2以上5/6以下の範囲内で軽減
不動産取得税: （家屋）課税標準から

1,200万円控除/戸 、（土地）家屋の床面
積の２倍相当分等を減額 17



「サービス付き高齢者向け住宅」としての登録を受ける賃貸住宅の建設に必要な資金、当該賃貸住宅に係る改良
に必要な資金または当該賃貸住宅とすることを目的とする中古住宅の購入に必要な資金を貸し付ける。

(独)住宅金融支援機構 サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資

【主な融資条件等】

融資額・対象事業費
融資対象となる事業費（建設費、除却工事費、諸経費）の１００％以内
（令和５年４月以降受付分から、土地取得費を融資対象とする取扱いを原則として停止中。土地を取得する場合は、原則として土地取得費に相当する額以上の
手持金を事業費に充当することが必要。）

借入金利

３５年固定金利または１５年固定金利
１５年固定金利：２．５１％
３５年固定金利：２．７３％
※いずれも繰上返済制限制度を利用する場合の令和５年２月の参考金利

返済方法 元利均等毎月払い または 元金均等毎月払い

返済期間 ３５年以内（１年単位） ※元金据置期間 １年以内（償還期間内）

担保 借入れの対象となる建物と土地に、機構のための第１順位の抵当権を設定

【融資の対象となる賃貸住宅の主な条件】
次の①～⑥の全てに該当する賃貸住宅
① 高齢者の居住の安定確保に関する法律第５条第１項に規定する「サービス付き高齢者向け住宅」としての登録
を受ける賃貸住宅(賃貸借契約による住宅に限る)であること(借入期間中は、５年ごとの登録の更新を行うこと)

② 断熱等性能等級３以上、一次エネルギー消費量等級４以上又は建築物エネルギー消費性能基準のいずれかの性能を満たすこと
③ 融資対象となる賃貸住宅部分の延べ面積が200㎡以上であること
④ 敷地面積が165㎡以上であること
⑤ その他機構が定める技術基準に適合すること
⑥ サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る補助金の交付決定を受けていること

【融資対象者の主な条件】
次の①～③の全てに該当すること
① 個人または法人
② 建設される土地について所有権または借地権（地上権・賃借権）をお持ちの方
③ サービス付き高齢者向け賃貸住宅を返済期間を通じて適切に経営し、確実な返済が見込まれる方

＜サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資（施設共用型（※））の場合＞
※共用部分に共同して利用するための台所、収納又は浴室を備え、各住戸に水洗トイレ及び洗面設備を備えた、専有面積が18㎡以上ある住宅のこと
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（注） 次の区域内等における建設については融資の対象外
・土砂災害特別警戒区域内
・浸水被害防止区域内
・令和５年４月以降受付分のもので、都市再生特別措置法（平成14年法律第22号）第88条第１項の規定による届出（都市再生特別措置法施工令（平成14年政令第190号）第33条第１
項で定める戸数未満の住宅に係るものを除く。）をした者が、同条第３項及び第５項に規定する市町村長の勧告を受け、これに従わなかった旨の公表をされた場合の当該届出に係る建築
物が含まれる場合



サービス付き高齢者向け住宅整備事業の概要
令和５年度予算案：スマートウェルネ
ス住宅等推進事業183.1億円の内数

① 高齢者住まい法に基づく登録を受けたサ高住を供給すること

② 家賃の限度額は、所在市区町村に応じて設定した額（11.2～24.0万円／月）以

とすること

③ 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定
められていること

④ 入居者からの家賃等の徴収方法が前払いによるものに限定されていないこと

⑤ 高齢者住まい法に基づくサ高住として10年以上登録すること

⑥ 事業に要する資金調達が確実であること

⑦ 市町村のまちづくり方針と整合していること

⑧ 地方公共団体からサ高住に対して応急仮設住宅又は福祉避難所としての利用
について要請があったときは、協定締結等の協議に応じること。また、発災時
には、運営上支障がある等の特段の事情がある場合を除き、地方公共団体と
協議の上、要配慮者（原則としてサ高住入居資格者）を受け入れること

⑨ 新築のサ高住の立地が、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域に原
則該当しないこと

⑩ 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン（災害危
険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別計画区域、急傾斜地崩壊危険区
域又は浸水被害防止区域）内」で建設された住宅のうち、3戸以上のもので、
都市再生特別措置法に基づく市町村長の勧告に従わなかった旨の公表にか
かるものに原則該当しないこと

⑪ 入居者が、任意の事業者による介護サービスを利用できること

⑫ 情報提供システムの運営情報の提供、更新を行うこと

⑬ サ高住運営事業者が尊寿するべき事項として国が明示した内容を尊寿する先
生を行い、その旨を情報提供システムに開示すること

⑭ 原則として省エネ基準に適合すること

⑮ 市町村地域防災計画に位置づけられたサ高住について、避難計画を作成し、
避難訓練を実施すること 等

補助率 補助対象・限度額（※１）

新築

床面積30㎡以上
（かつ一定の設備完備）

１／１０
（※４）

135万円／戸（※２，３）

床面積25㎡以上 120万円／戸（※３）

床面積25㎡未満 70万円／戸（※３）

改修 １／３ 195万円／戸（※５，６）

既設改修 １／３ （※７）

補助率 限度額

改修・
既設改修
（※１）

１／３ 1,000万円
／施設

新築（※２） １／１０

※１ 事業目的の達成のために必要な範囲を逸脱する華美又は過大な設備は補助対象外。

※２ 住棟の全住戸数の２割を上限に適用し、住棟の全住戸数の２割を超える住戸の限度額は120万円／戸。ただし、入居世
帯を夫婦等に限定する場合、上限に関わらず当該住戸の補助限度額は135万円／戸。

※３ ZEH相当水準の整備を実施する場合は限度額を1.2倍とし、車椅子使用者に必要な空間を確保した便所や浴室等を設
ける場合は10万円／戸を上乗せする。

※４ ZEH相当水準の整備を実施する場合は3/26とする。

※５ 改修は、共用部分及びバリアフリー化に係る工事、用途変更に伴い建築基準法等の法令に適合させるために必要となる
構造・設備の改良に係る工事（高齢者住まい法上必要となる住宅設備の設置等）、省エネ性能の向上のための構造・設
備の改良に係る費用、エレベーターの設置に係る費用、再生可能エネルギー等設備の設置に係る費用、調査設計計画
に係る費用 （既存ストック型サービス付き高齢者向け住宅に限る）に限る。

※６ 限度額195万円/戸の適用と、調査設計計画費の補助対象への追加は、①階段室型の共同住宅を活用し、新たに共用廊

下を設置する、②戸建住宅や事務所等を活用し、用途変更に伴い建築基準法等の法令適合のための工事が新たに必
要となる、③車椅子使用者に必要な空間を確保した便所や浴室等を設ける、④省エネ性能の向上のための構造・設備
の改良を行うのいずれかの改修の場合のみ。その他の改修の場合は、新築と同じ限度額と補助対象が適用。

※７ 既設改修は、IoT技術を導入して非接触での生活相談サービス等の提供を可能とする改修に係る費用（限度額10万円／
戸）、車椅子使用者に必要な空間を確保した便所や浴室等の改修に係る費用（限度額150万円／戸）、止水板設置等の
整備に係る費用（35万円／棟）、省エネ性能の向上のための構造・設備の改修に係る費用（35万円／戸）、再生可能エ
ネルギー等設備の設置に係る費用に限る。

※１ 既設改修の場合において、地域交流施設等の
整備を補助対象に追加する。

※２ 介護関連施設等の整備は補助対象外。

高齢者生活支援施設

要件 補助内容の概要

住宅

補助率 限度額

太陽光パネル
・蓄電池 １／１０

合わせて
４万円／戸

太陽熱温水器 ２万円／戸

再エネ等設備（※）

※ 以下の要件を満たす場合を補助対象とする。

・全量自家消費であること
・災害後の停電時に電源が確保できる仕様であること
・やむを得ない場合を除き、災害時に地域住民へ電源を提供すること

下線部等は令和5年度から見直した内容

災害リスクへの対応の観点から、サービス付き高齢者向け住宅の整備費に対する支援を見直しする。

学校を改修して整備した事例 地域交流施設のイメージ
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補助申請の流れについて（令和4年度時点）

令和5年4月中に
次年度の新規募集を開始予定です

令和4年度の募集は令和5年2月28日で締切ります
令和5年度の募集開始時には報道発表します

国土交通省HP http://www.mlit.go.jp/

※募集開始は令和5年度予算成立が前提です

< 参考：令和4年度の主な連絡先 >

整備事業事務局HP
https://www.koreisha.jp/service/

(一社)高齢者住宅協会HP
http://www.shpo.or.jp/

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムHP
https://www.satsuki-jutaku.jp/
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★事前審査

補助金交付事務の合理化の観点から、サービス付き高齢者向け住宅としての登録が完了する前に、事

前審査を受け付けます※ 。事前審査とは、交付申請より前に登録要件以外の補助要件に係る審査を行っ

ています。

※補助申請に係る事前審査の受付は、サービス付き高齢者向け住宅の登録申請後に行います。

※過去３カ年度内に国土交通省住宅局所管補助金において、交付決定の取り消しに相当する理由で補助金の返還を求

められたことがある者等（団体を含む）は、本補助金への申請が原則として制限されます。

申請に係る主な注意点

☆サ高住の登録及び意見聴取

補助事業の交付申請の前に、サ高住の登録窓口に登録申請を行ってください。
また、交付申請の際に立地に関する意見聴取が必要な市区町村においては、意見聴取の申請を行う

必要があります。

※意見聴取の要否については、本事業ＨＰ（ https://www.koreisha.jp/service/guide.html ）で確認してください。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業の募集期間内に、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局
あてに交付申請書類を提出してください。

※金融機関の融資を受ける事業である場合には、融資の内諾を得た上で、交付申請書を提出ください｡

※また、金融機関あてに「融資の内諾を得たものであること」以外の補助要件に適合していることが確認されたことを示す補

助要件適合確認済証が必要な場合には、余裕をもってご相談ください。

①交付申請書の提出
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申請に係る主な注意点

交付申請のあった事業は、整備事業事務局の審査の結果、補助の要件を満たすと判断されるものにつ

いて、整備事業事務局が補助事業として交付決定し、応募・交付申請者に通知します。

交付決定通知書の受領後１ヶ月以内に今後の事業スケジュールを整備事業事務局に報告してください。

②交付決定通知の発出

補助事業の着手は、交付決定通知日以後可能となります。当該通知日よりも前に着手した事業について

は、補助対象となりませんので注意してください。

◎新築・改修工事の着手の時期については、工事の着工をもって判断しますので、交付決定通知日以降に、建設予定

地で工事着工前後の写真を、提出してください。

（工事着手とは、原則、根切り、本杭打設、地盤改良、山留め工事等をいう）

◎調査設計計画費用（改修に限る）の着手の時期については、設計の契約行為をもって判断しますので、補助事業に

係る契約は、交付決定通知書の日付以降に締結してください。

◎交付決定後、事業に着手した場合には、速やかに着手したことの証明（写真、契約書）を整備事業事務局に提出して

ください。（当年度に事業着手に至らない場合は、交付決定が無効になります。）

③事業着手
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交付申請者は、補助事業が完了したときは、遅滞なく「完了実績報告書」を整備事業事務局に提出して

ください。

◎完了実績報告書の提出に先立ち、必ず補助事業完了の２か月前には整備事業事務局に事前相談を行ってください

◎特に改修工事の場合は、審査の内容が多岐にわたり、事前相談や審査資料の作成に時間を要することが想定されま

すので、上記記載期間より早めの事前相談を行ってください。

④完了実績報告の提出

整備事業事務局は、「完了実績報告書」を受理した後、交付申請の内容に沿って補助事業が実施され

たか書類の審査を行うとともに、必要に応じ工事の実施状況等を確認するための補助対象となった住

宅等の現地検査、事業所への現地検査等を行うこととしています。

検査等の結果、適正に事業が完了していることが確認できた場合は、補助金を交付します。

⑤補助金額の確定・支払い

申請に係る主な注意点

各手続きの処理時期

完了実績の事前相談 原則毎月報告書の提出前、事業完了の2ヶ月前には必ず事前相談を開始してください。

完了実績報告の提出 原則毎月工事が完了次第、遅滞なく整備事業事務局に提出してください。

補助金の交付 補助金の額の確定の翌月末頃
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